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２
０
２
１
年
８
月
30
日
に
公
表
さ

れ
た
Ｆ
Ａ
Ｔ
Ｆ
第
４
次
対
日
相
互
審

査
報
告
書
は
、
金
融
機
関
が
優
先
し

て
取
り
組
む
こ
と
が
要
請
さ
れ
る
施

策
の
１
つ
と
し
て
法
人
の
実
質
的
支

配
者
（
以
下
、「
Ｂ
Ｏ
」
と
も
い
う
）

情
報
の
収
集
・
保
持
を
挙
げ
た
。
本

邦
で
は
従
前
、
公
的
機
関
が
Ｂ
Ｏ
を

把
握
す
る
制
度
が
な
か
っ
た
が
、
法

人
の
透
明
性
を
向
上
さ
せ
、
資
金
洗

浄
等
の
目
的
に
よ
る
法
人
の
悪
用
を

防
止
す
る
観
点
か
ら
創
設
さ
れ
た
Ｂ

Ｏ
リ
ス
ト
制
度
が
２
０
２
２
年
１
月

31
日
よ
り
運
用
を
開
始
す
る
。
本
稿

で
は
、
金
融
機
関
に
よ
る
活
用
を
念

頭
に
、
本
制
度
を
概
説
す
る
。

　
な
お
、
本
稿
の
う
ち
意
見
に
わ
た

る
部
分
は
筆
者
ら
の
個
人
的
見
解
で

あ
り
、
筆
者
ら
が
所
属
し
、
ま
た
は

所
属
し
た
こ
と
の
あ
る
組
織
・
団
体

等
の
見
解
で
は
な
い
。

一 

　
実
質
的
支
配
者
概
念
と
実

質
的
支
配
者
の
確
認

１　
制
度
導
入

　
Ｆ
Ａ
Ｔ
Ｆ
第
３
次
対
日
相
互
審
査

報
告
書
（
２
０
０
８
年
10
月
30
日
公

表
）
で
は
、「
法
人
情
報
へ
の
ア
ク

セ
ス
確
保
」
の
項
目
に
関
し
て
本
邦

は
Ｎ
Ｃ
（Non Compliant

）
と
い

う
厳
し
い
評
価
を
受
け
た
。

　
こ
れ
を
受
け
、
２
０
１
１
年
４
月

に
犯
罪
収
益
移
転
防
止
法
（
以
下
、

「
犯
収
法
」
と
い
う
）
が
改
正
さ
れ
、

２
０
１
３
年
４
月
の
施
行
に
よ
り
法

人
顧
客
の
本
人
特
定
事
項
に
法
人
の

実
質
的
支
配
者
が
追
加
さ
れ
た
。

　
た
だ
し
、
同
改
正
は
法
人
の
議
決

権
等
の
25
％
超
を
直
接
保
有
す
る
者

を
確
認
対
象
と
し
、
間
接
保
有
者
が

把
握
で
き
ず
、
ま
た
、
法
人
で
も
実

質
的
支
配
者
に
な
り
得
た
。こ
の
点
、

Ｆ
Ａ
Ｔ
Ｆ
は
、
法
人
の
支
配
を
最
終

的
に
有
す
る
自
然
人
に
ま
で
遡
っ
て

本
人
特
定
事
項
を
確
認
す
る
こ
と
を

要
求
し
て
い
る
が
（
２
０
１
２
年
策

定
の
「
新
40
の
勧
告
」
に
係
る
勧
告

10
の
解
釈
ノ
ー
ト
５
⒝
）、
同
改
正

で
は
、自
然
人
に
遡
る
真
の
受
益
者・

最
終
的
な
受
益
者
（Ultimate 

Beneficial Owner

）
の
確
認
が
で

き
な
い
と
い
う
課
題
が
あ
っ
た
。
そ

し
て
、
２
０
１
４
年
６
月
の
Ｆ
Ａ
Ｔ

Ｆ
総
会
に
て
日
本
の
顧
客
管
理
に
つ

い
て
の
重
大
な
懸
念
が
示
さ
れ
る
な

ど
Ｆ
Ａ
Ｔ
Ｆ
の
要
請
が
強
ま
っ
た
。

　
こ
う
し
た
動
き
を
受
け
、
２
０
１

４
年
10
月
に
犯
収
法
が
再
改
正
さ
れ

た
。
２
０
１
６
年
10
月
施
行
の
改
正

で
は
、
Ｂ
Ｏ
は
、
資
本
多
数
決
の
原

則
を
採
る
法
人
で
は
原
則
と
し
て
法

人
（
株
式
会
社
、
投
資
法
人
等
）
の

25
％
超
の
議
決
権
を
直
接
ま
た
は
間

接
に
有
し
て
い
る
自
然
人
に
、
資
本

多
数
決
の
原
則
を
採
ら
な
い
法
人

（
合
同
会
社
等
）
で
は
原
則
と
し
て

25
％
超
の
収
益
ま
た
は
財
産
の
分
配

TO P I C

潮
見
坂
綜
合
法
律
事
務
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弁
護
士
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正
人
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護
士
　
井
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美
帆

実
質
的
支
配
者
リ
ス
ト
制
度
と

実
質
的
支
配
者
リ
ス
ト
制
度
と

　
金
融
機
関
に
お
け
る
対
応

　
金
融
機
関
に
お
け
る
対
応

１
　
実
質
的
支
配
者
リ
ス
ト
制
度
の
概
要
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は
じ
め
に

　
実
質
的
支
配
者
リ
ス
ト
制
度
が
開

始
さ
れ
た
後
は
、
銀
行
の
実
務
と
し

て
、
実
質
的
支
配
者
リ
ス
ト
の
提
出

を
株
式
会
社
に
求
め
る
こ
と
が
ス
タ

ン
ダ
ー
ド
に
な
っ
て
い
く
と
思
わ
れ

る
。
そ
れ
に
伴
い
提
出
を
求
め
た
現

場
の
担
当
者
に
対
し
て
、
株
式
会
社

か
ら
同
制
度
や
株
式
に
関
す
る
相
談

が
寄
せ
ら
れ
る
こ
と
も
増
え
て
い
く

で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
相
談
に
対
応

す
る
た
め
に
は
、
実
質
的
支
配
者
リ

ス
ト
制
度
そ
の
も
の
へ
の
理
解
は
も

ち
ろ
ん
、
株
主
の
権
利
な
ど
に
つ
い

て
の
知
識
も
必
要
と
な
る
。
一
見
す

る
と
現
場
に
負
担
が
か
か
る
よ
う
に

も
思
わ
れ
る
が
、
相
談
に
適
切
に
対

応
す
る
こ
と
で
、
近
年
銀
行
業
界
が

注
力
し
て
い
る
事
業
承
継
な
ど
の
取

組
み
に
関
与
す
る
こ
と
に
な
る
な

ど
、
銀
行
と
株
式
会
社
と
の
関
係
を

深
化
さ
せ
る
チ
ャ
ン
ス
に
す
る
こ
と

も
で
き
る
。

　
本
稿
で
は
、
銀
行
や
企
業
と
の
関

わ
り
が
深
い
専
門
家
で
あ
る
司
法
書

士
の
目
線
で
、
銀
行
の
担
当
者
に

と
っ
て
必
要
と
な
る
実
質
的
支
配
者

リ
ス
ト
制
度
や
株
式
の
制
度
の
知
識

の
解
説
、
よ
り
深
く
株
式
会
社
に
関

与
し
て
い
く
た
め
に
必
要
と
な
る
考

え
方
な
ど
に
つ
い
て
解
説
を
行
う
。

一 

　
実
質
的
支
配
者
と
登
記
制
度

　
実
質
的
支
配
者
リ
ス
ト
制
度
は
、

国
際
的
な
マ
ネ
ー
・
ロ
ー
ン
ダ
リ
ン

グ
防
止
の
要
請
の
高
ま
り
を
受
け
て

導
入
さ
れ
た
制
度
で
あ
る
。
銀
行
の

業
界
団
体
か
ら
も
、
実
質
的
支
配
者

リ
ス
ト
制
度
に
関
す
る
パ
ブ
リ
ッ
ク

コ
メ
ン
ト
に
対
し
て
、
賛
成
す
る
意

見
が
寄
せ
ら
れ
る
な
ど
、
同
制
度
に

対
し
て
寄
せ
ら
れ
る
期
待
が
大
き
い

こ
と
が
伺
わ
れ
る
（
注
１
）。

　
実
質
的
支
配
者
リ
ス
ト
制
度
は
、

法
務
局
（
商
業
登
記
所
）
が
所
管
す

る
制
度
で
あ
る
。
日
本
の
商
業
登
記

制
度
で
は
、
株
主
の
氏
名
・
住
所
と

い
っ
た
株
主
に
関
す
る
情
報
は
登
記

事
項
と
さ
れ
て
い
な
い
。
世
界
的
に

は
株
主
の
情
報
が
登
記
事
項
と
し
て

公
示
さ
れ
て
い
る
例
も
多
い
た
め
、

グ
ロ
ー
バ
ル
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
に
合
わ

せ
て
登
記
事
項
と
し
て
株
主
の
情
報

を
追
加
す
べ
き
と
い
う
意
見
も
あ
る

が
、
変
更
す
る
た
め
に
は
会
社
法
等

の
法
令
改
正
が
必
要
と
な
り
、
ハ
ー

ド
ル
が
高
い
。
そ
の
た
め
法
務
局
や

公
証
人
と
い
っ
た
登
記
制
度
に
関
与

す
る
機
関
が
、
規
則
改
正
等
で
実
質

的
支
配
者
の
把
握
の
た
め
の
取
組
み

を
進
め
て
き
た
。
こ
の
流
れ
を
知
る

こ
と
で
よ
り
立
体
的
に
実
質
的
支
配

者
リ
ス
ト
制
度
を
捉
え
る
こ
と
が
で

き
る
。
具
体
的
に
は
次
の
と
お
り
で

あ
る
（
図
表
１
参
照
）。

実質的支配者リスト制度と
金融機関における対応

TO P I C

司
法
書
士
法
人
Ｆ
＆
Ｐａ
ｒ
ｔ
ｎ
ｅ
ｒ
ｓ 

司
法
書
士
　
北
詰 

健
太
郎

実
質
的
支
配
者
リ
ス
ト
制
度
と

実
質
的
支
配
者
リ
ス
ト
制
度
と

　
金
融
機
関
に
お
け
る
対
応

　
金
融
機
関
に
お
け
る
対
応

２
　
金
融
機
関
に
お
け
る
対
応
策
と
活
用
に
際
し
て
の
留
意
点
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今
回
か
ら
６
回
に
わ
た
っ
て
「
取
引
先
課
題
に
活
き
る
事
業
性
評
価

の
理
論
と
実
践
」
と
題
し
て
、
記
事
を
連
載
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
と

な
っ
た
。
金
融
機
関
に
お
け
る
事
業
性
評
価
の
目
的
と
し
て
は
、
審
査

能
力
を
高
め
て
融
資
残
高
を
伸
ば
す
こ
と
や
、
顧
客
企
業
の
課
題
解
決

を
支
援
す
る
こ
と
、
新
た
な
事
業
に
対
す
る
理
解
を
深
め
て
知
見
を
蓄

積
す
る
こ
と
、
地
域
経
済
の
活
性
化
を
支
援
す
る
こ
と
な
ど
、
様
々
な

側
面
が
あ
る
。
そ
の
な
か
で
、
本
連
載
で
は
、
顧
客
企
業
の
課
題
解
決

を
支
援
す
る
こ
と
に
焦
点
を
当
て
た
い
。

　
事
業
性
評
価
と
は
、
事
業
が
儲
か
る
か
ど
う
か
を
見
極
め
る
こ
と
で

あ
り
、
難
度
が
高
い
業
務
で
あ
る
。
こ
の
事
業
性
評
価
で
悩
ん
で
い
る

の
は
、
そ
も
そ
も
は
金
融
機
関
で
は
な
く
て
、
金
融
機
関
の
顧
客
で
あ

る
事
業
会
社
の
社
長
で
あ
る
。
あ
る
事
業
を
進
め
る
べ
き
か
、
や
め
て

お
く
か
、と
い
う
事
業
性
評
価
は
、多
く
の
社
長
の
深
い
悩
み
な
の
だ
。

　
だ
か
ら
こ
そ
、
金
融
機
関
が
事
業
性
評
価
に
取
り
組
む
こ
と
は
、
多

く
の
社
長
に
と
っ
て
付
加
価
値
が
高
い
、
嬉
し
い
こ
と
に
な
る
は
ず
で

あ
る
。
本
連
載
で
は
、金
融
機
関
が
顧
客
で
あ
る
事
業
会
社
の
社
長
に
、

事
業
性
評
価
と
い
う
業
務
で
、
ど
の
よ
う
に
貢
献
で
き
る
の
か
、
考
え

て
い
き
た
い
。

　
筆
者
は
、
事
業
会
社
に
お
け
る
事
業
性
評
価
を
支
援
す
る
専
門
家
と

し
て
、
事
業
会
社
に
と
っ
て
事
業
性
評
価
は
ど
の
よ
う
な
意
味
が
あ
る

の
か
、
そ
し
て
ど
の
よ
う
な
手
法
が
あ
る
の
か
に
つ
い
て
ご
説
明
し
て

い
く
。
読
者
の
皆
様
が
、
事
業
会
社
の
視
点
を
理
解
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
顧
客
企
業
の
課
題
解
決
手
段
と
し
て
事
業
性
評
価
業
務
を
活
用
す

る
き
っ
か
け
に
な
る
こ
と
を
目
指
し
た
い
。

　
事
業
性
評
価
担
当
者
は
、
投
資
を
提
案
す
る
（
つ
ま
り
、
投
資
が
成

功
す
る
、
と
考
え
て
い
る
）
計
画
立
案
者
と
は
異
な
る
立
場
で
、
意
思

決
定
者
に
対
し
て
投
資
案
件
の
リ
ス
ク
と
リ
タ
ー
ン
に
関
す
る
意
見
を

示
す
。

事業性評価の理論と実践
第１回

事業性評価の意味と目的
インテグラート株式会社 代表取締役 社長

小川　康 
おがわ・やすし●事業計画手法ＤＤＰ（仮説指向計画法）
の開発者ペンシルバニア大学イアン・マクミラン教授の
研究所に２年間勤務し、直接指導を受ける。事業の仮説
に注目した事業性評価とモニタリング、事業投資管理シ
ステム導入支援、企業研修実施に豊富な実績をもつ。




